
   全 員 協 議 会  

令和2年2月7日(金) 
  10時00分～ 時 分 

全 員 協 議 会 室 
 

〔出席議員〕  

   川神議長、佐々木副議長 

   三浦議員、沖田議員、西川議員、村武議員、川上議員、柳楽議員、串﨑議員、 

小川議員、野藤議員、上野議員、飛野議員、笹田議員、布施議員、岡本議員、 

芦谷議員、永見議員、道下議員、田畑議員、西田議員、澁谷議員、西村議員、 

牛尾議員 

〔執行部〕 

市 長、副市長、金城自治区長、旭自治区長、弥栄自治区長、三隅自治区長、 

教育長、総務部長、地域政策部長、健康福祉部長、市民生活部長、産業経済部長、 

都市建設部長、金城支所長、旭支所長､弥栄支所長、三隅支所長、教育部長、消防長、

上下水道部長、(広域行政組合事務局長)  

〔事務局〕 局長、次長、議事係長 

 

議 題 

１ 執行部報告事項 

 

2 その他 

 

 

 

(1) 「歴史文化保存展示施設」の整備方針について 【教育委員会】 

(2) 石見交通路線バスの路線廃止及び減便について 【地域政策部】 

(3) 旭温泉水を活用した「すっぽん事業」提案者（経理担当者）逮捕

後の経過について 
【旭 支 所】 

(4) ふるさと体験村施設の管理運営について 【弥栄支所】 

(5) 浜田市立学校統合計画について  【教育委員会】 

(6) 学校給食費の改定にかかる浜田市学校給食審議会の答申について 【教育委員会】 

(7) その他  
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「歴史文化保存展示施設」の整備方針  

令和 2 年 2 月 5 日  

         浜  田  市 

         浜田市教育委員会 

 

歴史文化資料を保存・展示する施設 (以下「歴史文化保存展示施設」

という。)については、(仮称 )浜田歴史資料館検討会 (以下「検討会」と

いう。 )からの報告、市議会、地域協議会、市民説明会などでの意見を

踏まえ、次の整備方針とします。  

 

1 これまでの経緯  

 平成 12 年から「博物館」構想は議論されてきましたが、財政上の問

題等から実施できず、長年の懸案でした。経緯は以下のとおりです。  
 

平成 12 年  (仮称 )浜田総合博物館構想  

平成 14 年  (仮称 )浜田総合博物館基本計画  

平成 21 年  中央図書館整備との併設検討⇒  見送り  

平成 27 年 11 月～平成 29 年 3 月  浜田城周辺整備検討会  

⇒『資料館整備を進められたい』  

『財政負担をできる限り抑制すべき』  

平成 29 年 3 月議会  整備事業予算案を提出⇒  取下げ  

平成 31 年 4 月～令和元年 9 月（仮称）浜田歴史資料館検討会  

⇒『整備には大半が賛同』  

『建設費、運営費はできるだけ圧縮すべき』  

 

2 施設全体の整備方針  

 (1) 歴史文化保存展示施設の目的と意義  

古くからの歴史を有し、市民憲章において「文化のかおるまち」

を標榜している当市にとって、「歴史文化保存展示施設」は次の役

割を担う必要不可欠な施設です。  

ア  歴史・文化の保存・継承の拠点  

イ  「ふるさと郷育」の拠点  

ウ  市民や観光客の交流拠点  

特に、「ふるさと郷育」は、子どもの頃から「ふるさと浜田」に

誇りと愛着を持ってもらうための重要な教育です。人口減少が進む

当市にあって、一旦、市外に出て行った若者に、将来Ｕターンして

もらうためにも必要な施策であり、施設はその拠点となるものです。 

  

令 和 2 年 2 月 7 日  

議 会 全 員 協 議 会 資 料  

教 育 委 員 会 文 化 振 興 課  
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(2) 既存施設の現状  

当市には、このような役割を担っている既存施設が 6 か所ありま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

既存施設の多くは、現在、老朽化や管理・運営などの面で課題を

抱えています。特に、最も大きい「浜田郷土資料館」は、築 60 年

以上が経過し老朽化が著しく、かつ、展示スペースも狭いため保有

する資料の多くが展示できない状況にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  資料の数  約 12,000 点  

イ  展示可能  年間約 500 点  (一度の展示可能数  200 点 ) 

(常設展示 100 点、企画展示 400 点： 100 点×4 回 ) 

ウ  寄贈資料  年間 100～ 200 点  

 

[浜田郷土資料館の所有資料 ] 

① 浜 田 郷 土 資 料 館 480㎡  昭和35年 60年 指定管理

② 金 城 民 俗 資 料 館 269㎡  昭和48年

③ 金城歴史民俗資料館 175㎡  昭和48年土蔵改装

④ 旭歴史民 俗資 料館 388㎡  昭和56年 39年 直営

⑥ 三隅歴史民俗資料館 406㎡  昭和54年 41年 直営

直営

施 設 名
延床
面積

建 築 年 築年数
(令和元年現在)

管理方法

47年 指定管理

⑤ 弥栄郷土資料展示室 174㎡
 昭和14年築を改装
 平成17年現在地開設

15年
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(3) 施設全体の整備方針  

こうした状況を踏まえ、 次の整備方針とします。  

ア  当市における「歴史文化保存展示施設」の 中核施設として、

「浜田郷土資料館 」 を建替え 整備し ます。「浜田郷土 資料館」

には各自治区の関 連資料も保管して いることから、施 設整備

に伴い、各自治区関連資料も展示し、各地への案内機能も持た

せます。  

イ  各自治区 にあ る 民俗資料 等は、 できる だけ 当該地 域で 見て

もらうため、支所等の空きスペースを活用して展示 します。  

金城の 2 つの資料館は現行のまま存続し、他の資料館は、当

面、資料の保管施設として利用し、調査・研究等のニーズに対

応します。  

 

施 設 名  今 後 の 方 向 性 実 施 時 期 

①  浜田郷土資料館  建替え整備  令和 7 年度開館予定  

②  金城民俗資料館  

 
現行のまま   

一 部 は 岡 本 甚 左 衛 門 の
資 料 と と も に 、 支 所 の
空 き ス ペ ー ス を 活 用 し
て展示  
実施時期  
 令和 2 年 10 月予定  

 

―  

③  金城歴史民俗資料館 ―  

④  旭歴史民俗資料館 
・支所等の空きスペース

を活用して展示  

 

・既存施設は、資料保管

として利用し、調査、

研究等に対応  

令和 2 年 10 月予定  

⑤  弥栄郷土資料展示室 令和元年 10 月実施  

⑥  三隅歴史民俗資料館 

三隅支所  

令和元年 10 月実施  

石州和紙会館  

令和元年 3 月実施  

※  金 城 自 治 区 の 金 城 民 俗 資 料 館 、 金 城 歴 史 民 俗 資 料 館 は 、 指 定 管 理 者

によって 管理さ れ ているこ とから 、 現行のま ま存続 し ます 。  
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3 中核施設としての浜田郷土資料館の建替え整備  

 (1) 施設整備の方法  

中核施設としての浜田郷土資料館の建替え整備 の方法は、検討

会や市議会などからの「建設費 (整備費 )・運営費をできるだけ圧

縮すべき 」との意見を踏まえ、「浜田市世界こども美術館創作活

動館に増設する」方法とします。その主な理由は次の 3 点です。 

ア  整備費、運営費が他の案と比較して最も安価です。  

イ  隣接地に「浜田市子育て世代包括支援センター」を建設予定

であり、歴史・こども美術・子育て支援の施設が連携して活用

できます。  

(詳細は 9 ページの  [4 新たに誕生する複合施設のコンセプ

トと連携・活用 ] を参照 ) 

ウ  駐車場が確保でき、津波等の心配が ありません。  

  

 (2) 施設整備の内容  

「世界こども美術館」に増設 等を行う施設の内容は、次のとお

りです。  

ア  「世界こども美術館」の海側 市有地に、歴史文化展示室 (約

520 ㎡ )等を新たに増設します。  

イ  「世界こども美術館」の 3 階多目的ホール奥の美術展示室

を収蔵庫 (約 140 ㎡ )に改修します。  

ウ  「世界こども美術館」の 1 階の図書室を展示室受付 (約 53

㎡ )に、同準備室を収蔵庫 (約 140 ㎡ )に改修します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世 界 こ ど も 美 術 館  海 側 市 有 地  
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【整備の概要】  

・世界こども美術館改修  

 

 

 

 

 

 

 

・改修予定平面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界こども美術館」は子育て世代を中心に人気があり利用も  

多いことから、現状の機能は維持します。  

また、整備後の施設の名称は 、「世界こども美術館」と「歴史文

化保存展示施設」の両方の施設であることを踏まえて、今後、検

討します。  

歴史文化展示室 　　　420㎡

機 械 室 ・ 倉 庫 　　　100㎡

収 蔵 庫 　　　280㎡

受 付 　　　 53㎡

世界こども美術館 内　　　　訳

増　設　部　分 　　520㎡

改　修　部　分 　　333㎡

歴史文化展示室

創作活動室

機械室

倉 庫

機械室

収 蔵 庫

現在美術展示室
多目的ホール

（企画展示・講演会等）

受付

3階

1階

E V

階段

W C

E V

階段

W C

E V

階段

E V

階段

搬入口

電気窯室

改修 増設

1階玄関

（吹抜）

収蔵庫
現在図書室 現在準備室
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(3) 整備費・運営費   

整備費は 7 億 5 千万円程度、運営費増額分 (浜田城資料館分を

含む。 )は年間 11 百万円程度を見込んでいます。  

 

このうち、整備費については、過疎債を活用することにより、

整備費全体の約 6 割は地方交付税（過疎債対象事業費の 7 割、地

方交付税措置 )で、約 4 割は「ふるさと寄附」 (新 2 号：自然環境

並びに歴史的及び文化的な資源の保全及び活用に関する事業 )で

賄います。  

結果的に市の一般財源を「使わない」 で整備します。  

 

【整備費の財源と市の実質負担】        
 

 

 

 

 

 

【運営費】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※運営費 は浜田 城 資料館 分 を含む 。  

費　用
過疎債

対象費用
地方交付税措置

ふるさと
寄　附

一般財源

753百万円 633百万円 443百万円 310百万円 0

建物 451百万円 451百万円 315百万円 136百万円 0

展示 302百万円 182百万円 128百万円 174百万円 0

整備費

11百万円

　

13百万円

24百万円

3百万円

4百万円

7百万円

　　　31百万円

　10百万円

　10百万円

　　20百万円

  11百万円

小　計

運
　
　
営
　
　
費

歴史文化保存展示施設

 内訳　職員数　3人
　【館長1人(兼務)、職員1人、臨時等2人】

浜 田 城 資 料 館
 内訳　職員数　2人（臨時等）

合　計　①

人件費

施設管理費

小　計

人件費

施設管理費

美術館運営費見直し

浜田郷土資料館廃止等

合　計　②

既存施設 運営費減額分

整備後の運営費増額分　①－②
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(4) 展示のイメージ  

展示内容については『歴史』、『 民俗』、『偉人』など大きく分け

て 3 つを考えています。  

詳細については 、今後設置 予定の 「専門家による検討委員会」

において検討していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 整備後の活用方法  

整備後は、学校 (小学校、中学校、高等学校など )と連携し、「ふ

るさと郷育」の拠点として、社会科や総合学習の授業等で活用 し

ます。また、公民館、各種団体とも連携し、生 涯学習の場として

も活用します。  

また、施設の利用促進、活用の利便性向上のため、資料等のデ

ジタル化を検討します。  
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【想定する利用方法】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)浜田の歴史文化の保存と継承

資料を収集、整理し、適切な環境で保存する。

資料を展示し、浜田の歴史文化を理解してもらう。

資料を維持管理し、継承する。

資料を調査、研究し、その成果を継承する。

(2)ふるさと郷育の拠点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昔の道具調べや生活の移り変わりを学習する。

浜田と日本の歴史を関連付けて学習する。

大地のつくりを石見畳ヶ浦の化石から学習する。

日本唯一の岩石である黄長石霞石玄武岩を学習する。

総合的な
学習

学校周辺の歴史や偉人、石見神楽等の身近な歴史文化を学習する。

社会科 浜田と日本の歴史を小学校より掘り下げて学習する。

理　科 浜田地震等により災害や大地変動を学習する。

総合的な
学習

市全体の視点から歴史や伝統文化等について、生徒が考えながら取
り組む学習を行う。

文化関係の部活動に活用する。

授業へ資料を提供し、生徒の関心を高める。

ゼミやレポート作成に活用する。

県外出身の学生に浜田の歴史文化への関心を高める。

浜田の歴史文化を紹介することで、地域への理解と愛着を持っても
らう。

団体の希望するテーマに沿って、資料等を紹介し、浜田の歴史文化
を理解してもらう。

個人の希望に沿って情報を提供し、学習を支援する。

(3)市民や観光客の交流拠点　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民同士が研究発表や議論ができる場とする。

交流イベント等を開催する。

展示等により、浜田の歴史文化を知ってもらう。

史跡や関係施設、観光地等の情報を提供する。

理　科

※  小・中学校と資料館の移動はスクールバスを使用

高　校

大学等

観
光
客

保存・展示

継 　　承

小
　
学
　
校

中
　
学
　
校

交流の場

情報提供

生
涯
学
習

公民館

各種団体

個　人

市
　
民

学
校
教
育

社会科
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4 新たに誕生する複合施設のコンセプトと連携・活用  

 

今回の施設整備に伴い、「歴史文化保存展示施設」と「世界こども

美術館」の 2 つの機能を合わせ持つ複合施設が誕生します。  

 

 「歴史文化保存展示施設」の目的は、浜田の歴史・文化を後世につ

ないでいくことであり、あわせて、子どもたちにふるさとへの愛着と

誇りを育むことにあります。  

一方、「世界こども美術館」の目的は、美術鑑賞と創作活動によっ

て、子どもたちの創造性や感性を育むことにあ ります。  

2 つの施設の目的は異なりますが、未来を担う子どもたちを育てた

いという点においては、共通の思いがあります。  

 

したがって、複合施設共通の機能としては、  

ア  子どもたちに分かりやすいこと 。  

イ  子どもたちの興味や好奇心を呼び起こすこと 。  

ウ  親子で楽しく学べること 。  

エ  学校教育との連携により教育効果を高めること。  

などが求められます。  

 

これら 4 つの機能については、既に「世界こども 美術館」で実践し、

多くのノウハウを蓄積しており、「歴史文化保存展示施設」にも 活用

していきます。  

さらに、隣接地には「浜田市子育て世代包括支援センター」を建設

する予定であり、「世界こども美術館」、「歴史文化保存展示施設」と

の 3 つの施設が連携することにより、親子を対象とした 多様な事業展

開を図ることができます。  

 

 

 

 

 



 

-10- 

5 今後のスケジュール  

 

令和 2 年度に専門家による検討委員会を設置し、令和 2～ 3 年度に  

展示やそれに伴う施設等の詳細を検 討します。  

その後令和 4 年度以降に設計、工事を行い、令和 7 年度の開館を目

指します。   

 

時   期  内     容  

令和 2年 3月  
市議会 3 月定例会議に、「専門家による検討委員会」

関連予算を計上  

令和 2～3 年度 「専門家による検討委員会」において検討  

令和 4 年 度  設計業務委託  

令和 5～6年度 建設工事、展示準備  等  

令 和 7 年 度 開館  



 

石見交通路線バスの路線廃止及び減便について 
 

令和 2年 1月 22日（水）に石見交通株式会社から、利用者の低迷、乗務員の高齢

化、車両の老朽化などバス運行を取り巻く多くの課題に対応するために、路線バス

の路線廃止及び減便を予定しているとの情報提供がありました。  

  
1 路線廃止及び減便の概要について       ※詳細は別紙のとおり 
【路線廃止】 実施予定日 令和 2年 10月 1日 
（1）櫟田原線 
（2）今市線（今市 ～ 浜田駅間） 
浜田養護学校 通学費 

【減便・ダイヤ改正】 実施予定日 令和 2年 4月 1日 
（1）周布線（商港経由） 
      ・浜田駅 → 周布   減便：2便 
      ・周布 → 浜田駅   減便：2便 
   周布線（9号線経由）※波佐線の一部含む 
      ・浜田駅 → 周布   減便：2便、変更（運休日、ダイヤ）：3便 
      ・周布 → 浜田駅   減便：2便、変更（運休日、ダイヤ）：2便 
（2）大学線  
      ・大学 → 浜田駅   変更（経由地）：3便 
      ・浜田駅 → 大学   変更（運休日、経由地）：4便 
（3）波佐線  ※周布線の一部含む 
      ・東谷下 → 周布   減便：1便、変更（ダイヤ）：2便 
    ・金城中学 → 周布  減便：1便 

      ・周布 → 東谷下   減便：1便、変更（ダイヤ）：1便 
      ・周布 → 金城中学  減便：1便 
（4）弥栄線   
      ・浜田駅前 → 鍋石  減便：1便 
      ・鍋石 → 浜田駅前  減便：1便 
（5）浜田益田線   
      ・浜田駅前 → 折居  変更（終点）: 1便 
（6）櫟田原線   
      ・上櫟田原 → 浜田駅前  変更（運休日）: 2便 
      ・浜田駅前 → 上櫟田原  変更（運休日）: 3便 
      ・上櫟田原 → 黒川町  変更（運休日）: 1便 
 

2 対応について 

  現在、市民生活及び業務への影響について調査・情報収集中。 
                     

3  廃止・減便に伴う手続き・取扱いについて(道路運送法) 
（1）民間路線バスの路線廃止 
      路線の廃止    事前届出（6ケ月前）（関係市町村との協議・調整不要） 
（2）民間路線バスのダイヤ改正・運行回数変更 

運行回数の変更  事前届出（30日前）（関係市町村との協議・調整不要） 
運行時刻の変更  事後届出（関係市町村との協議・調整不要） 
 
 

令 和 2 年 2 月 7 日 

議会全員協議会資料 

地域政策部まちづくり推進課 





















 

 

ふるさと体験村施設の管理運営について【報告】 

 

浜田市ふるさと体験村施設（以下、体験村という）の管理運営について、サ

ウンディング型市場調査の結果等を踏まえて整理しましたので、報告します。 

 

記 

 

1 サウンディング型市場調査結果の概要 

「浜田市ふるさと体験村施設に係るサウンディング型市場調査の対話結果 

の公表について」裏面参照 

 

2 指定管理者公募の日程変更 

 (1) 変更の理由 

  ① 施設再開に当たり一部改修を予定しており、一定の工期を要する。 

② 指定管理者が決定した後に改修に着手する必要がある。 

→以上のことから、公募日程を前倒し、指定管理者の選定と施設再開 

に必要な工事等との整合を図りたい。 

 (2) 日程 

年月 変更前（R1.11 議会報告） 変更後 

令
和
２
年 

3 月  指定管理業務仕様書決定 

4 月中旬～5 月末  指定管理者公募 

6 月 指定管理業務仕様書決定  

7 月上旬  指定管理者選定委員会審査 

7 月中旬～8 月 指定管理者公募  

8 月上旬  仮協定締結 

9 月  指定議決・指定通知 

9 月末  施設改修【着手】 

10 月上旬 指定管理者選定委員会審査  

10 月下旬 仮協定締結  

12 月下旬 指定議決・指定通知  

令
和
３
年 

3 月  施設改修【完了】 

   

4 月 指定管理開始 指定管理開始 

 

【裏面に続く】 

 

 

令 和 2 年 2 月 7 日 

全 員 協 議 会 資 料 

弥 栄 支 所 産 業 建 設 課 



 

 

 

浜田市ふるさと体験村施設に係る 

サウンディング型市場調査の対話結果の公表について 

 

浜田市長  久保田 章市   

（地域政策部 関連施設支援室） 

 

1 サウンディング実施の経緯 

(1) 調査の名称 

浜田市ふるさと体験村施設に係るサウンディング型市場調査 

(2) 調査の目的等 

   本市場調査は、ふるさと体験村施設の効用を最大限に発揮することがで

きる活用策について、民間事業者からの自由な提案を募集し、その創意工

夫を事業計画に反映させることを目的として行うものです。 

(3) 調査の内容（対話において提案を期待する内容） 

① 活用範囲｜敷地及び建物の全部利用又は一部利用 

② 用途  ｜観光・宿泊施設に限らず福祉、教育、文化、産業振興など 

③ 事業方式｜指定管理方式、施設の売買、賃借など 

 

2 サウンディングの参加者 

(1) 現地見学及び対話への参加者 

（業種）コンサル・不動産業等｜1 者 （合計｜1 者） 

 

3 対話における事業者の提案等 

(1) 指定管理方式により、過疎地域に必要な福祉事業である新規事業の拠

点として活用したい。 

(2) 指定管理における施設活用の条件であれば、体験交流事業・宿泊事業 

も行う。 

(3) 住民以外に提供する体験交流事業は、経済的にも市財政にとっても 

効果はないため、本来は実施すべきではない。 

(4) WIFI 環境、宿泊棟・管理棟の改修等の整備をしてもらいたい。 

 

4 サウンディング結果を踏まえた今後の方針 

今回のサウンディングにより、過疎地域における福祉事業の提案や立地

環境を踏まえた施設整備の提案をいただきました。 

今後、サウンディング結果を踏まえて、事業方式や公募条件の整理・検

討を進めます。 

 



 

浜田市立学校統合計画について 

 

1  浜田市立学校統合計画審議会答申説明会開催状況 

 

 ⑴ 雲雀丘小学校を対象とした答申説明会 

№ 開催日 開催場所 対象 出席者数 

1 令和元年 6月 6日（木） 雲雀丘小学校 保護者 20人 

2 令和元年 7月 24日（水） 雲雀丘小学校 地域 13人 

3 令和元年 10月 21日（月） 雲雀丘小学校 保護者・地域 20人 

 

 ⑵ 美川小学校・第四中学校を対象とした答申説明会 

№ 開催日 開催場所 対象 出席者数 

1 令和元年 7月 5日（金） 美川小学校 保護者 45人 

2 令和元年 7月 29日（月） 美川公民館 町内会長 22人 

3 令和元年 8月 21日（水） 美川公民館 地域 43人 

4 令和元年 10月 31日（木） 美川公民館 保護者・地域 46人 

 

⑶ 石見小学校を対象とした答申説明会 

№ 開催日 開催場所 対象 出席者数 

1 令和元年 11月 14日（木） 石見小学校 ＰＴＡ役員 13人 

 

2  ＰＴＡにおける保護者アンケート実施状況（令和 2年 1月 24日現在） 

№ 実施校 アンケート実施期間 アンケート集計状況 

1 雲雀丘小学校 11月 21日から 12月 6日まで 集計済 

2 美川小学校 12月 17日から 12月 24日まで 集計済 

3 第四中学校 1月 16日から 1月 27日まで 未集計 

 

3  今後の予定について 

   今後、保護者アンケート結果を受けて、雲雀丘小学校、美川小学校・第四中学

校を対象とした保護者・地域説明会を開催する予定としております。 

このことから、早ければ今年度末策定を目標としておりました浜田市立学校統

合計画につきましては策定が来年度にずれ込む見込みとなりましたので報告し

ます。 

令 和 2 年 2 月 7 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

教育委員会教育総務課 



 

学校給食費の改定にかかる浜田市学校給食審議会の答申について 
 

1  浜田市学校給食審議会の答申 

 ⑴ 答申日   令和元年 12月 23日（月） 

 ⑵ 答申内容 

ア 改定について 

学校給食摂取基準に基づいた給食を維持・継続することの必要性や食材料費の価格高

騰を踏まえ、引上改定を行うことが適当である。 

イ 改定額について 

前回給食費の改定を行った平成 26年時点の消費者物価指数と比較して、平成 30年の

消費者物価指数上昇分 6.9％の範囲内で改定することが適当と考える。 

※消費者物価指数は、総務省統計局公表の消費者物価指数（松江市）による。 

（現行給食費に対して 6.9％に相当する額は、小学校 18～19円、中学校 20～21円） 

ウ 改定時期について 

  令和 2年 4月 1日が適当である。 

  ※参考 答申の例による 1月当たり給食費の試算額 

区分 

小学校（試算額） 中学校（試算額） 

現行 6.9%の範囲内最大額での試算 現行 6.9%の範囲内最大額での試算 

月額 月額 増減額 月額 月額 増減額 

浜田 4,840円 5,170円 +330円 5,700円 6,090円 +390円 

金城 4,930円 5,260円 +330円 5,350円 5,720円 +370円 

旭 4,880円 5,210円 +330円 5,450円 5,820円 +370円 

弥栄 5,060円 5,410円 +350円 5,630円 6,020円 +390円 

三隅 5,060円 5,410円 +350円 5,660円 6,050円 +390円 

 

2  浜田市学校給食審議会の開催状況 

区分 開催日 開催場所 出席委員 

第 1回 令和元年 9月 30日（月） 浜田市役所本庁舎 4階講堂 BC 11名 

第 2回 令和元年 10月 29日（火） 浜田市役所北分庁舎 2階会議室 9名 

第 3回 令和元年 11月 21日（木） 浜田市役所北分庁舎 2階会議室 10名 

※浜田市学校給食審議会委員は 13名  

 

3  今後の予定 

浜田市学校給食会、各学校給食センター運営委員会等へ浜田市学校給食審議会の答申内容

をお知らせし、今年度中に保護者を含めて協議、決定いただくこととしています。 

令和 2 年 2 月 7 日 

議会全員協議会資料 

教育委員会教育総務課 


